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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を構成する画像構成部と、
　前記超音波画像を表示する画像表示器と、
　前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位
に関する軌跡を構成し、前記軌跡を前記画像表示器に表示させる軌跡構成部とを備え、
　前記軌跡構成部は、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記２次元
方向の変位の大きさと頻度の関係を示すパラメータを時系列に演算し、現在および過去の
前記パラメータに基づいて前記変位の大きさと頻度の関係を前記軌跡として座標軸上に構
成することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を構成する画像構成部と、
　前記超音波画像を表示する画像表示器と、
　前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位
に関する軌跡を構成し、前記軌跡を前記画像表示器に表示させる軌跡構成部とを備え、
　前記軌跡構成部は、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記２次元
方向の変位と歪みの関係を示すパラメータを時系列に演算し、現在および過去の前記パラ
メータを変位と歪みの座標軸へプロットして前記軌跡を構成することを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項３】
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　超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を構成する画像構成部と、
　前記超音波画像を表示する画像表示器と、
　前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位
に関する軌跡を構成し、前記軌跡を前記画像表示器に表示させる軌跡構成部と、
　前記超音波探触子から送信される超音波の方向を制御する制御部と、を備え、
　前記軌跡構成部は、前記軌跡から前記領域の変位方向を算出し、
　前記制御部は、前記変位方向に基づいて前記超音波探触子から前記被検体に送信される
超音波の送信方向を変更することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　前記軌跡構成部は、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位に関するパラ
メータを時系列に演算し、演算したパラメータに基づいて前記軌跡を座標軸上に構成する
ことを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記軌跡構成部は、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記２次元
方向の変位に関するパラメータを演算し、現在および過去の前記パラメータを前記２次元
方向の座標軸へプロットして前記軌跡を構成することを特徴とする請求項４に記載の超音
波診断装置。
【請求項６】
  前記軌跡構成部は、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記２次元
方向の変位の大きさと頻度の関係を示すパラメータを演算し、現在および過去の前記パラ
メータに基づいて前記変位の大きさと頻度の関係を前記軌跡として構成することを特徴と
する請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
  前記軌跡構成部は、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記2次元
方向の変位と歪みの関係を示すパラメータを演算し、現在および過去の前記パラメータを
前記変位と歪みの座標軸へプロットして前記軌跡を構成することを特徴とする請求項４に
記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記軌跡構成部は、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位の平均値、分
散値、最大値、最小値、中央値、頻度のうちの少なくとも１つを含む統計値として前記パ
ラメータを演算することを特徴とする請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記軌跡構成部は、前記領域における前記２次元方向の適正な変位範囲を含めて前記軌
跡を構成し、前記適正な変位範囲を含む軌跡を前記画像表示器に表示させることを特徴と
する請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記軌跡構成部は、前記適正な変位範囲に収まっていない前記軌跡を除外し、前記適正
な変位範囲に収まっている前記軌跡を選択して前記画像表示器に表示させることを特徴と
する請求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記軌跡構成部は、前記領域の変位に関する軌跡から前記領域の変位方向を算出し、前
記変位方向に関する文字、図形、記号を少なくとも１つ含む視認可能な情報を前記画像表
示器に表示させることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の超音波
診断装置。
【請求項１２】
　前記画像構成部は、前記診断部位の超音波断層データに基づいて断層画像を前記超音波
画像として構成し、前記断層画像を前記画像表示器に表示させる断層画像構成部と、
　前記超音波断層データに基づいて前記診断部位における組織の歪みまたは弾性率を求め
るとともに、求めた歪みまたは弾性率に基づいて前記診断部位における弾性画像を前記超
音波画像として構成し、前記弾性画像を前記画像表示器に表示させる弾性画像構成部と、
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を有し、
　前記軌跡構成部は、前記断層画像および前記弾性画像の少なくとも一方とともに、前記
軌跡を前記画像表示器に表示させることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１
項に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記弾性画像構成部は、前記弾性画像の各点の前記２次元方向の変位の向きと大きさを
示すベクトルに基づいて、前記診断部位における変位画像を前記超音波画像として構成し
、前記変位画像を前記画像表示器に表示させることを特徴とする請求項１２に記載の超音
波診断装置。
【請求項１４】
　前記軌跡構成部は、前記超音波画像の少なくとも１つの画像上に設定された少なくとも
１つの前記領域における２次元方向の変位分布に基づいて、前記２次元方向に対する前記
領域の変位に関する軌跡を構成することを特徴とする請求項１２に記載の超音波診断装置
。
【請求項１５】
　前記軌跡構成部は、前記超音波画像の少なくとも１つの画像上に設定された複数の前記
領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記２次元方向に対する前記複数の領域の
変位に関する軌跡を同一もしくは異なる座標軸上に構成することを特徴とする請求項１４
に記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を画像構成部が構成するステップ
と、
　前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位
に関する軌跡を軌跡構成部が構成するステップと、
　前記超音波画像と前記軌跡を画像表示器が表示するステップとを含み、
  前記軌跡構成部が前記軌跡を構成するステップは、
　前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記２次元方向の変位の大きさ
と頻度の関係を示すパラメータを時系列に演算するステップと、
　現在および過去の前記パラメータに基づいて前記変位の大きさと頻度の関係を前記軌跡
として座標軸上に構成するステップと、を含むことを特徴とする軌跡表示方法。
【請求項１７】
　超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を画像構成部が構成するステップ
と、
　前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位
に関する軌跡を軌跡構成部が構成するステップと、
　前記超音波画像と前記軌跡を画像表示器が表示するステップとを含み、
　前記軌跡構成部が前記軌跡を構成するステップは、
　前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記２次元方向の変位と歪みの
関係を示すパラメータを時系列に演算するステップと、
　現在および過去の前記パラメータを前記変位と歪みの座標軸へプロットして前記軌跡を
構成するステップと、を含むことを特徴とする軌跡表示方法。
【請求項１８】
　超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を画像構成部が構成するステップ
と、
　前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位
に関する軌跡を軌跡構成部が構成するステップと、
　前記超音波画像と前記軌跡を画像表示器が表示するステップとを含み、
　前記軌跡構成部が前記軌跡を構成するステップは、
　前記軌跡から前記領域の変位方向を算出するステップと、
　前記超音波探触子から前記被検体に送信される超音波の送信方向を、前記変位方向に基
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づいて、前記送信方向を制御する制御部に変更させるステップと、を含むことを特徴とす
る軌跡表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用して被検体内の超音波画像を表示して診断に供する超音波診断
装置及び軌跡表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子により被検体内部に超音波を送信し、被検体内部から
生体組織の構造に応じた超音波の反射エコー信号を受信し、被検体内の超音波画像を構成
して診断用に表示する(特許文献1及び2参照)。
【０００３】
　超音波診断装置の応用機能の一つとして、2次元又は3次元の局所領域の時系列的な類似
性を演算する機能、いわゆるパターンマッチングの機能を備えて心筋等の組織をトラッキ
ングする技術が知られている。例えば、特許文献1には、トラッキングから得られた血管
径とその変化速度の相関に基づいて、運動の周期性を診断情報に結び付けることについて
記載されている。また、特許文献2には、パターンマッチングの探索範囲を適正化し、運
動の規則性を確認することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2002-17728号公報
【特許文献２】特許第4659974号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献1及び2に記載されたトラッキング技術は、血管壁や心筋におけ
る局所の計測点の変位量に関するものであり、弾性演算方向に沿った変位データを用いた
手法となっている。例えば、乳腺や肝臓などの領域では領域内で縦と横の2次元方向の変
位が不規則に発生してしまう可能性がある。よって、かかる計測点におけるトラッキング
技術では、広範囲にわたる領域の診断には適さないと考えられる。
【０００６】
　本発明は、超音波診断装置において、被検体の任意領域における2次元方向の変位に関
する軌跡を構成することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、本発明の超音波診断装置は、超音波探触子を介して被検体
の診断部位の超音波画像を構成する画像構成部と、前記超音波画像を表示する画像表示器
と、前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変
位に関する軌跡を構成し、前記軌跡を前記画像表示器に表示させる軌跡構成部とを備え、
前記軌跡構成部は、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記2次元方
向の変位の大きさと頻度の関係を示すパラメータを時系列に演算し、現在および過去の前
記パラメータに基づいて前記変位の大きさと頻度の関係を前記軌跡として座標軸上に構成
することを特徴とする。また、本発明は、超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音
波画像を構成する画像構成部と、前記超音波画像を表示する画像表示器と、前記超音波画
像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位に関する軌跡を
構成し、前記軌跡を前記画像表示器に表示させる軌跡構成部とを備え、前記軌跡構成部は
、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記2次元方向の変位と歪みの
関係を示すパラメータを時系列に演算し、現在および過去の前記パラメータを変位と歪み
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の座標軸へプロットして前記軌跡を構成することを特徴とする。また、本発明は、超音波
探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を構成する画像構成部と、前記超音波画像
を表示する画像表示器と、前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に
基づいて前記領域の変位に関する軌跡を構成し、前記軌跡を前記画像表示器に表示させる
軌跡構成部と、前記超音波探触子から送信される超音波の方向を制御する制御部と、を備
え、前記軌跡構成部は、前記軌跡から前記領域の変位方向を算出し、前記制御部は、前記
変位方向に基づいて前記超音波探触子から前記被検体に送信される超音波の送信方向を変
更することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を画像構成部が
構成するステップと、前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づ
いて前記領域の変位に関する軌跡を軌跡構成部が構成するステップと、前記超音波画像と
前記軌跡を画像表示器が表示するステップとを含み、前記軌跡構成部が前記軌跡を構成す
るステップは、前記２次元方向の変位分布に基づいて前記領域における前記２次元方向の
変位の大きさと頻度の関係を示すパラメータを時系列に演算するステップと、　現在およ
び過去の前記パラメータに基づいて前記変位の大きさと頻度の関係を前記軌跡として座標
軸上に構成するステップと、を含むことを特徴とする。また、本発明は、超音波探触子を
介して被検体の診断部位の超音波画像を画像構成部が構成するステップと、　前記超音波
画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位に関する軌跡
を軌跡構成部が構成するステップと、前記超音波画像と前記軌跡を画像表示器が表示する
ステップとを含み、前記軌跡構成部が前記軌跡を構成するステップは、　前記2次元方向
の変位分布に基づいて前記領域における前記２次元方向の変位と歪みの関係を示すパラメ
ータを時系列に演算するステップと、現在および過去の前記パラメータを前記変位と歪み
の座標軸へプロットして前記軌跡を構成するステップと、を含むことを特徴とする。また
、本発明は、超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を画像構成部が構成す
るステップと、前記超音波画像の任意の領域における２次元方向の変位分布に基づいて前
記領域の変位に関する軌跡を軌跡構成部が構成するステップと、前記超音波画像と前記軌
跡を画像表示器が表示するステップとを含み、前記軌跡構成部が前記軌跡を構成するステ
ップは、前記軌跡から前記領域の変位方向を算出するステップと、前記超音波探触子から
前記被検体に送信される超音波の送信方向を、前記変位方向に基づいて、前記送信方向を
制御する制御部に変更させるステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、被検体の任意領域における2次元方向の変位に関する軌跡を構成する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第1の実施形態の超音波診断装置を例示するブロック図
【図２】第1の実施形態の軌跡構成部の構成を例示するブロック図
【図３】第1の実施形態における画像表示器上の画像表示を例示する図
【図４】第2の実施形態における長方形のガイドを含む軌跡(2次元変位座標)を例示する図
【図５】第2の実施形態における円形のガイドを含む軌跡(2次元変位座標)を例示する図
【図６】第2の実施形態における図5に示すガイドよりも適正範囲を狭めた円形のガイドを
含む軌跡(2次元変位座標)を例示する図
【図７】第3の実施形態における軌跡(変位ヒストグラム)を例示する図
【図８】第4の実施形態における画像表示器上の画像表示を例示する図
【図９】第5の実施形態における画像表示器上の画像表示を例示する図
【図１０】第5の実施形態において、2次元変位画像を構成するにあたっての変位計測部に
おける変位検出手法を例示する模式図
【図１１】第6の実施形態における超音波走査方向に対して所定角度で傾いた方向へ変位
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している臓器の変位検出の状態を例示する図
【図１２】第6の実施形態における図11に示す臓器に対して設定したパラメータ取得領域
における軌跡(2次元変位座標)を例示する図
【図１３】第6の実施形態における変位方向角度θを算出した2次元変位座標を例示する図
【図１４】第6の実施形態における超音波走査方向を変位方向角度θだけ傾けて図11に示
す臓器の変位検出を行う状態を例示する図
【図１５】第6の実施形態における超音波走査方向を変位方向角度θだけ傾けて構成した
軌跡(図11に示す臓器に対して設定したパラメータ取得領域における2次元変位座標)を例
示する図
【図１６】第7の実施形態におけるガイドを例示する図
【図１７】第7の実施形態におけるメッセージを例示する図
【図１８】第8の実施形態における画像表示器上の画像表示を例示する図
【図１９】第8の実施形態の軌跡構成部の構成を例示するブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　(第1の実施形態)
　以下、本発明の超音波診断装置について、図面を参照して説明する。図1は、本発明の
第1の実施形態の超音波診断装置を例示するブロック図である。
【００１２】
　図1に示すように、本実施形態に係る超音波診断装置は、超音波探触子12と、送信部14
と、受信部16と、超音波送受信制御部17と、整相加算部18と、RF信号フレームデータ選択
部28と、変位計測部30と、圧力計測部46と、画像構成部52と、白黒DSC(Digital Scan Con
verter)22と、カラーDSC36と、切替加算部24と、画像表示器26と、軌跡構成部50とを備え
ている。また、画像構成部52は、超音波探触子12を介して被検体10の診断部位の超音波画
像を構成しており、断層画像構成部20及び弾性画像構成部32を含んでいる。
【００１３】
　超音波探触子12は、複数の振動子を配設して形成されており、接触させた被検体10に振
動子を介して超音波を送受信する。送信部14は、超音波探触子12を駆動して超音波を発生
させるための送波パルスを生成するとともに、送信される超音波の収束点をある深さに設
定し、超音波探触子12を介して被検体10に時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信する。
受信部16は、被検体10から発生する時系列の反射エコー信号を超音波探触子12を介して受
信し、受信した反射エコー信号について所定のゲインで増幅してRF信号(受波信号)を生成
する機能を有している。送受信制御部17は、送信部14及び受信部16を制御し、超音波探触
子12を介して被検体10に超音波を送受信させる。整相加算部18は、受信部16で受信された
反射エコー信号を整相加算する。その際、整相加算部18は、受信部16で増幅されたRF信号
を入力して位相制御し、一点又は複数の収束点に対し超音波ビームを形成して超音波断層
データであるRF信号フレームデータを時系列に生成する。
【００１４】
　断層画像構成部20は、被検体10の断層部位の超音波断層データ、具体的には整相加算部
18からのRF信号フレームデータを入力してゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィ
ルタ処理等の信号処理を行い、断層画像(例えば、被検体10の白黒の濃淡断層画像)を構成
する。
【００１５】
　白黒DSC22は、断層画像構成部20からの断層画像データをデジタル信号に変換するA/D変
換器と、変換された複数の断層画像データを時系列に記憶するフレームメモリと、制御コ
ントローラを含んで構成されている。そして、白黒DSC22は、前記フレームメモリに記憶
された被検体10内の断層フレームデータを1画像として取得し、取得された断層フレーム
データをテレビ同期で読み出す。
【００１６】
　RF信号フレームデータ選択部28は、整相加算部18から出力されるRF信号フレームデータ
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を記憶し、記憶されたRF信号フレームデータ群から少なくとも2枚(一組)のフレームデー
タを選択する。例えば、RF信号フレームデータ選択部28は、整相加算部18から時系列、す
なわち画像のフレームレートに基づいて生成されるRF信号フレームデータを順次記憶し、
記憶されたRF信号フレームデータ(β)を第1のデータとして選択すると同時に、時間的に
過去に記憶されたRF信号フレームデータ群(β-1、β-2、β-3・・・β-γ)の中から1つの
RF信号フレームデータ(α)を選択する。なお、β、γ、αは、RF信号フレームデータに付
されたインデックス番号であり、自然数とする。
【００１７】
　変位計測部30は、被検体10の生体組織の変位を計測する。具体的に説明すると、変位計
測部30は、RF信号フレームデータ選択部28により選択された1組のデータ、すなわちRF信
号フレームデータ(β)及びRF信号フレームデータ(α)から1次元あるいは2次元相関処理を
行って、断層画像の各点に対応する生体組織における変位を示す移動ベクトル、すなわち
変位の方向と大きさに関する1次元又は2次元変位分布を求める。ここで、移動ベクトルの
検出にはブロックマッチング法もしくは位相勾配法を用いる。
【００１８】
　ブロックマッチング法においては、画像を例えばN×N画素(Nは自然数)からなるブロッ
クに分け、所定領域(例えば、後述するパラメータ取得領域)内のブロックに着目し、現フ
レーム中の着目しているブロックに最も近似しているブロックを前のフレームから探し、
これを参照して予測符号化、すなわち差分により標本値を決定する処理を行う。これによ
り、断層画像の各点の変位を求め、移動ベクトルの検出を行う。位相勾配法においては、
受信信号の波の位相情報からその波の移動量を算出して断層画像の各点の変位を求め、移
動ベクトルの検出を行う。
【００１９】
　圧力計測部46は、超音波探触子12の超音波送受信面と被検体10との間に設けられた圧力
センサ等により検出された圧力に基づいて、被検体10内部の計測点における応力を計測す
る。
【００２０】
　弾性画像構成部32は、被検体10の断層部位の超音波断層データに基づいて、前記断層部
位における組織の歪み又は弾性率を求めるとともに、求めた歪み又は弾性率に基づいて前
記断層部位における弾性画像を構成する。
【００２１】
　本実施形態において、弾性画像構成部32は、RF信号フレームデータ選択部28により選択
されたRF信号フレームデータを用いて変位計測部30で計測された生体組織の変位情報、例
えば移動ベクトルに基づいて断層画像上の各点に対応する生体組織の歪みや弾性率を演算
し、その歪みや弾性率に基づいて弾性画像信号、すなわち弾性フレームデータを構成する
。なお、生体組織の歪みや弾性率を演算する際、弾性画像構成部32は、圧力計測部46から
出力される圧力値も加味している。このとき、歪みのデータは、生体組織の移動量、例え
ば変位を空間微分することによって算出される。また、弾性率のデータは、圧力の変化を
歪みの変化で除することによって算出される。例えば、変位計測部30により計測された変
位をL(α)、圧力計測部46により計測された圧力をP(α)とすると、歪みΔS(α)は、L(α)
を空間微分することによって算出することができるから、式(1)を用いて求められる。
【００２２】
　　ΔS(α)＝ΔL(α)／Δα　　　　　式(1)
　また、弾性率データのヤング率Ym(α)は、式(2)によって求められる。
【００２３】
　　Ym＝ΔP(α)／ΔS(α)　　　　　　式(2)
　このヤング率Ymから断層画像の各点に相当する生体組織の弾性率が求められるので、2
次元の弾性画像データを連続的に得ることができる。なお、ヤング率とは、物体に加えら
れた単純引張り応力と、引張りに平行に生じる歪みに対する比である。また、弾性画像構
成部32は、フレームメモリと画像処理部とを含んで構成されており、弾性フレームデータ
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をフレームメモリに記憶し、記憶されたフレームデータに対し画像処理を行うようになっ
ている。
【００２４】
　カラーDSC36は、弾性画像構成部32の出力信号を画像表示器26の表示に合うように変換
する。すなわち、カラーDSC36は、弾性画像構成部32から出力された弾性フレームデータ
に色相情報を付与する機能を有しており、弾性フレームデータに基づいて光の3原色であ
る赤(R)、緑(G)、青(B)を付した画像データに変換する。例えば、カラーDSC36は、歪みが
大きい弾性データを赤色コードに変換し、歪みが小さい弾性データを青色コードに変換す
る。
【００２５】
　切替加算部24は、フレームメモリと、画像処理部と、画像選択部を備えて構成されてお
り、αブレンディングに代表されるような手法にて断層画像と弾性画像の合成画像又は並
列画像を作成する。フレームメモリは、白黒DSC22からの断層画像データとカラーDSC36か
らの弾性画像データとを記憶する。
【００２６】
　また、画像処理部は、フレームメモリに記憶された断層画像データと弾性画像データと
を合成割合を変更して合成する。合成画像の各画素の輝度情報及び色相情報は、白黒断層
画像とカラー弾性画像の各情報を合成割合で加算したものとなる。
【００２７】
　さらに、画像選択部は、フレームメモリ内の断層画像データと弾性画像データ及び画像
処理部の合成画像データのうちから表示する画像を選択し、画像表示器26に表示させる。
なお、切替加算部24は、インターフェース部42を介して設定された画像表示条件等に基づ
いて制御部44によって制御されている。インターフェース部42は、マウス、キーボード、
トラックボール、タッチペン、ジョイスティック等の操作デバイスを備えており、画像表
示条件等の設定を該操作デバイスを用いて入力可能に構成されている。
【００２８】
　画像表示器26は、切替加算部24の画像選択部により選択された断層画像及び弾性画像等
の画像、そして、後述する軌跡構成部50で構成された軌跡(2次元変位座標、変位ヒストグ
ラム、変位－歪み座標)を視認可能に表示する。
【００２９】
　軌跡構成部50は、超音波画像(断層画像や弾性画像)の任意の領域における2次元方向の
変位分布に基づいて前記領域の変位に関する軌跡を構成し、前記軌跡を画像表示器26に表
示させる。以下、本発明の特徴部である軌跡構成部50の構成について説明する。
【００３０】
　図2は、本実施形態の軌跡構成部50の構成を例示するブロック図である。図2に示すよう
に、軌跡構成部50は、表示パラメータ演算部38と、表示データ保存部39と、2次元軌跡作
成部40を有している。本実施形態において、軌跡構成部50は、超音波画像の任意の領域に
おける2次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位に関するパラメータを時系列に演
算し、演算したパラメータに基づいて軌跡を所定の座標軸上に構成する。
【００３１】
　表示パラメータ演算部38は、変位計測部30で求められた移動ベクトル(断層画像の各点
に対応する生体組織における変位の向きと大きさを示すベクトル)の2次元変位分布(X方向
及びY方向に対する変位分布)に関連したパラメータを演算する。
【００３２】
　なお、Y方向は、生体組織に対する超音波ビームの送信方向に相当し、X方向は、画像表
示器26に表示される断層画像上及び弾性画像上でY方向と直交する方向に相当する。この
場合、表示パラメータ演算部38は、変位計測部30で求められた移動ベクトルの2次元変位
分布に関するパラメータ(以下、変位パラメータという。)を演算する。変位パラメータは
、移動ベクトルの2次元変位分布に基づいて、断層画像及び弾性画像の少なくとも一方の
画像内の任意の領域(以下、パラメータ取得領域という。)における2次元方向(X方向及びY
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方向)の変位の統計値、例えば、平均値、分散値、最大値、最小値、中央値、頻度等とし
て演算される。なお、かかる変位は、パラメータ取得領域が直近の時点から現時点に至る
までの変位パラメータの変化を示す。
【００３３】
　表示データ保存部39は、表示パラメータ演算部38により演算された変位パラメータを時
系列に格納して保存する。
【００３４】
　2次元軌跡作成部40は、表示データ保存部39に格納されたパラメータ取得領域の変位パ
ラメータに基づいて2次元方向に対する軌跡を構成し、該軌跡を切替加算部24を介して画
像表示器26に表示させる。なお、2次元軌跡作成部40は、表示データ保存部39に格納され
た変位パラメータに加えてもしくは代えて、表示パラメータ演算部38で演算された変位パ
ラメータに基づいて軌跡を構成しても構わない。これにより、例えば、最新の変位パラメ
ータに基づいて軌跡をリアルタイムで更新していくことも可能となる。本実施形態におい
て、2次元軌跡作成部40は、2次元方向(X方向及びY方向)を座標軸として、パラメータ取得
領域の2次元方向に対する変位、つまり変位パラメータを時系列にプロットして軌跡(2次
元変位座標)を構成している。
【００３５】
　図3は、本実施形態における画像表示器26上の画像表示を例示する図であり、図2に示す
弾性画像301、断層画像302及び軌跡303の具体的な表示例を示す図である。この場合、軌
跡構成部50は、2次元方向に対するパラメータ取得領域の変位の軌跡(2次元変位座標)303
を画像表示器26に表示させる。
【００３６】
　軌跡303は、断層画像302及び弾性画像301とともに画像表示器26に表示される。つまり
、軌跡構成部50は、パラメータ取得領域の変位パラメータに基づいて2次元軌跡作成部40
で構成した該パラメータ取得領域における2次元方向に対する変位の軌跡303を、断層画像
302及び弾性画像301とともに画像表示器26に表示させる。図3は、腫瘍部位における断層
画像302及び弾性画像301とともに軌跡303を表示させた一例である。
【００３７】
　また、軌跡構成部50により軌跡303を構成するパラメータ取得領域は、断層画像302及び
弾性画像301の少なくとも一方の画像に対して設定されている。その際、パラメータ取得
領域の設定は、例えば、ユーザがインターフェース部42の操作デバイスを用いることで、
画像表示器26に表示された断層画像302や弾性画像301に所望の領域を指定して行うことが
可能である。制御部44は、特に観察したい硬い部位である腫瘍304に所望の領域を設定す
ることができる。例えば、制御部44は、硬い部位となる所定の閾値以下の歪みを持つ領域
を所望の領域として領域を設定する。
【００３８】
　あるいは、制御部44は、硬い部位となる所定の閾値以上の弾性率を持つ領域を所望の領
域として領域を設定する。よって、画像全体ではなく、硬い部位である腫瘍304に所望の
領域を設定することができるため、硬い部位の軌跡303の時間的変遷を画像表示器26に表
示させることができる。操作者は、硬い部位の軌跡303の時間的変遷から、特に観察した
い硬い部位に関する弾性画像の信頼性を判定することができる。
【００３９】
　図3に示す軌跡303は、パラメータ取得領域における現在及び過去の変位パラメータを2
次元方向の座標軸(XY座標軸)へプロットして構成されている。その際、変位パラメータの
プロット数は特に限定されず、例えば、断層画像302や弾性画像301を構成するためのフレ
ームレート等に合わせて任意に設定することが可能である。
【００４０】
　一例として、図3には、4つの時点のパラメータ取得領域における変位パラメータをプロ
ットして構成した軌跡303を示す。軌跡303では、現時点を時点tとし、該時点tから過去に
遡った3つの時点を順番に時点t-1、時点t-2、時点t-3としている。これらの時点間の時間
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間隔は、同一に設定すればよいが、異なっていても構わない。
【００４１】
　また、軌跡303では、各時点のプロット点(変位パラメータ)を直近のプロット点と直線
で結んでいる。なお、プロット点間は、例えば、軌跡303の時間的変遷が一目で分かるよ
うに、直線ではなく直近のプロット点から次のプロット点へ向かう矢印線などで結んでも
よい。
【００４２】
　また、軌跡303では、現時点tのプロット点を過去の時点t-1～t-3よりも濃色で表示させ
るとともに、プロット点がどの時点のものかを示す表示も併せて行っている。なお、プロ
ット点の表示態様はこれに限定されず、例えば、現時点tと過去の時点t-1～t-3のプロッ
ト点を異なる色相や異なる大きさ等で表示させても構わない。
【００４３】
　図3に示す直交するX座標軸とY座標軸で区切られる4つの座標領域のうち、現時点tの変
位パラメータがプロットされている座標領域を第1の座標領域とし、該第1の座標領域から
時計回りに各座標領域を第2の座標領域、第3の座標領域、第4の座標領域とすれば、3つの
時点t-1,t-2,t-3の変位パラメータは、第2の座標領域、第3の座標領域、第4の座標領域に
プロットされている。これによれば、パラメータ取得領域は、XY座標軸上を第4の座標領
域、第3の座標領域、第2の座標領域の順に反時計回りに変位し、現時点tにおいて第1の座
標領域に至っていることを把握することができる。すなわち、軌跡303を観察することに
より、パラメータ取得領域がXY座標軸上をどの方向に動いているのかを明確に把握するこ
とができる。
【００４４】
　図3に示すように、軌跡303は、断層画像302及び弾性画像301とともに表示されており、
弾性画像301は、基本的にY方向の変位に基づいて構成される。つまり、弾性画像301は、
生体組織に対する超音波ビームの送信方向に相当するY方向に対する変位演算をし、該変
位から求められる歪みや弾性率の演算結果に基づいて構成されている。
【００４５】
　したがって、X方向への変位が小さく、Y方向への変位が大きい軌跡303となっていれば
、該軌跡303を構成する変位パラメータを演算する際の元データとなるパラメータ取得領
域の歪みや弾性率等の信頼性が高いと判断できる。すなわち、X方向への変位が小さく、Y
方向への変位が大きい軌跡303となっていれば、該軌跡303とともに表示されている弾性画
像301が高精度に構成されていると判断できる。
【００４６】
　例えば、心拍動等の体動による組織の歪みを診断したい場合、軌跡303がY方向に偏った
状態となるように、ユーザによる超音波の走査方向を調整してデータ取得を行うことで、
より高精度の弾性画像を構成することができる。また、被検体の体内外から発生させた横
波に基づいた弾性画像を構成する場合であっても、生体組織の横方向の動き(X方向の変位
)を小さくすることは、安定した弾性情報(歪みや弾性率等)を得るためには重要であり、
かかる軌跡303の観察がこれに寄与する。加えて、X方向への変位が小さく、Y方向への変
位が大きい軌跡303となっていれば、該軌跡303とともに表示されている断層画像302が高
精度に構成されたものであることも判断可能である。なぜなら、この場合には、断層画像
302を構成する際のX方向への変位の時間的な蓄積による誤差も小さくなっていると算出で
きるからである。
【００４７】
　本発明の超音波診断装置は、2次元方向の変位分布に基づいて超音波画像の任意領域の
変位に関する軌跡を構成する。超音波探触子12を介して被検体10の診断部位の超音波画像
を構成する画像構成部52(断層画像構成部20及び弾性画像構成部32)と、超音波画像を表示
する画像表示器26と、超音波画像の任意の領域における2次元方向の変位分布に基づいて
前記領域の変位に関する軌跡を構成し、軌跡を画像表示器26に表示させる軌跡構成部50(
表示パラメータ演算部38、表示データ保存部39、2次元軌跡作成部40)とを備える。
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【００４８】
　また、本発明の軌跡表示方法は、超音波探触子12を介して被検体10の診断部位の超音波
画像を構成するステップと、超音波画像の任意の領域における2次元方向の変位分布に基
づいて前記領域の変位に関する軌跡を構成するステップと、超音波画像と軌跡を表示する
ステップとを含む。
【００４９】
　(第2の実施形態)
　以下、第2の実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照して説明する。特に
言及しない場合、他の構成は、第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様である。
【００５０】
　本実施形態では、所定のガイドを含む軌跡(2次元変位座標)を表示させて、パラメータ
取得領域の適正な変位範囲をユーザに対して知らせる例を示す。図4から図6は、本実施形
態における軌跡(2次元変位座標)401～403を例示する図である。本実施形態おいて、軌跡
構成部50(図1)は、パラメータ取得領域の2次元方向に対する変位(変位パラメータ)の軌跡
401～403を構成して画像表示器26に表示させており、軌跡401～403は、パラメータ取得領
域の適正な変位範囲を示すガイド404～406を含んでいる。なお、ガイド404～406は、パラ
メータ取得領域における2次元方向の適正な変位範囲を示す文字、図形、記号を少なくと
も1つ含む視認可能な情報である。
【００５１】
　これにより、ユーザは、ガイド404～406で示された範囲内に軌跡401～403のプロット点
が収まっていれば、パラメータ取得領域の変位を適正に捉えていること、つまり適切なデ
ータ取得が行えていることを把握できる。この結果、軌跡401～403とともに表示されてい
る断層画像や弾性画像(例えば、図3に示す断層画像302及び弾性画像301)が高精度に構成
されていることを確認できる。
【００５２】
　一方、ガイド404～406で示された範囲内に軌跡401～403のプロット点が収まっていなけ
れば、パラメータ取得領域の変位が必ずしも適正に捉えられていないこと、つまり適切な
データ取得が行えていない虞があることを把握できる。この結果、軌跡401～403とともに
表示されている断層画像や弾性画像の画像精度が低い可能性があると判断できる。この場
合、ユーザは、軌跡401～403のプロット点がガイド404～406で示された範囲内に収まるよ
うにデータの再取得等を行うことが可能である。つまり、ガイド404～406は、断層画像や
弾性画像の画像精度を高めることに寄与するものである。
【００５３】
　図4に示すように、軌跡401はガイド404を含んでいる。この場合、ガイド404は、X方向
に対してY方向に長い長方形となっており、Y方向には比較的大きな変位を適正とするのに
対し、X方向には比較的小さな変位のみ適正とすることを示している。なお、ガイド404は
、形状を示す文字情報(一例として、“moving guide: rectangular”)を含んでいても構
わない。
【００５４】
　したがって、かかるガイド404は、例えば、弾性画像301(図3)の画像精度を把握し、該
画像精度を高めるための情報として適している。図4に示す軌跡401では、4つの時点(t,t-
1～t-3)のプロット点はいずれもガイド404が示すY方向の適正変位範囲内に収まっている
が、時点t-1及び時点t-3のプロット点はガイド404が示すX方向の適正変位範囲内に収まっ
ていない。これによれば、パラメータ取得領域は、時点t-1及び時点t-3においてX方向へ
適正範囲を超えて変位してしまっていることが把握できる。
【００５５】
　また、図5に示すように、軌跡402はガイド405を含んでいる。この場合、ガイド405は、
XY座標軸の交点(原点)を中心とする円形となっており、円内に収まる変位を適正とするこ
とを示している。なお、ガイド405は、形状を示す文字情報(一例として、“moving guide
: large circle”)を含んでいても構わない。
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【００５６】
　したがって、ガイド405は、例えば、断層画像302(図3)、特に造影剤を用いた濃淡画像
の画像精度を把握し、該画像精度を高めるための情報として適している。図5に示す軌跡4
02では、4つの時点(t,t-1～t-3)のプロット点のうち、現時点t及び時点t-2のプロット点
はガイド405が示す円内の適正変位範囲に収まっているが、時点t-1及び時点t-3のプロッ
ト点はガイド405が示す円外にあって適正変位範囲には収まっていない。これによれば、
パラメータ取得領域は、時点t-1及び時点t-3において適正範囲を超えて変位してしまって
いることが把握できる。
【００５７】
　そして、図6に示すように、軌跡403はガイド406を含んでいる。この場合、ガイド406は
、XY座標軸の交点(原点)を中心とし、ガイド405よりも小さな半径の円形となっている。
このため、ガイド406は、ガイド405よりも小さな円内に収まる変位を適正とすることを示
しており、適正範囲をガイド405よりも狭めたガイドとなっている。なお、ガイド406は、
形状を示す文字情報(一例として、“moving guide: small circle”)を含んでいても構わ
ない。
【００５８】
　したがって、ガイド406は、例えば、断層画像302(図3)、特に造影剤を用いた濃淡画像
の画像精度をガイド405よりも厳密に把握し、該画像精度を高めるためのガイドとして適
している。図6に示す軌跡403では、4つの時点(t,t-1～t-3)のプロット点はいずれもガイ
ド406が示す円内の適正変位範囲に収まっていない。これによれば、パラメータ取得領域
は、4つの時点(t,t-1～t-3)でいずれも適正範囲を超えて変位してしまっていることが把
握できる。
【００５９】
　ここで、ガイド404～406は、例えば、画像表示器26に表示させる画像のモード(弾性画
像、断層画像等)や診断対象となる生体組織(腫瘍部位、肝臓部位、乳腺部位、前立腺部位
等)などに応じて、軌跡401～403と併せて表示させればよい。その際、ガイド404～406は
、軌跡構成部50の表示データ保存部39に予め格納しておき、適宜、2次元軌跡作成部40で
軌跡401～403に含めて構成すればよい。
【００６０】
　なお、軌跡構成部50は、ガイド404～406で示された適正な変位範囲に収まっているプロ
ット点と収まっていないプロット点で表示態様を異ならせて、軌跡401～403を構成するこ
とも可能である。例えば、軌跡構成部50では、ガイド404～406で示された範囲内に収まっ
ているプロット点を濃色や赤色等で強調表示する構成としてもよいし、逆にガイド404～4
06で示された範囲内に収まっていないプロット点を濃色や赤色等で強調表示する構成とし
ても構わない。
【００６１】
　また、軌跡構成部50は、ガイド404～406で示された適正な変位範囲に収まっていないプ
ロット点(変位パラメータ)を含む軌跡を除外し、ガイド404～406で示された適正な変位範
囲に収まっているプロット点(変位パラメータ)のみで構成される軌跡を選択して切替加算
部24(図1)に出力してもよい。これにより、除外された軌跡と同期する弾性画像や断層画
像等の画像データを除外してシネメモリに格納することが可能となる。この結果、ガイド
404～406で示された範囲内に収まっているプロット点(変位パラメータ)のみで構成される
軌跡、及び該軌跡と同期する弾性画像や断層画像等の画像データのみをフリーズ等のタイ
ミングで自動的に、もしくはユーザが手動で画像表示器26に表示させることが可能となる
。これにより、超音波診断装置における診断効率の向上を図ることができる。
【００６２】
　(第3の実施形態)
　以下、第3の実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照して説明する。特に
言及しない場合、他の構成は、第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様である。
【００６３】
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　本実施形態では、上述した第2の実施形態において、所定のガイドを含む軌跡(2次元変
位座標)に加えて、変位の大きさと頻度の関係を示すグラフ(以下、変位ヒストグラムとい
う。)を軌跡として画像表示器26(図1)に表示させる例を示す。図7は、本実施形態におけ
る軌跡である変位ヒストグラム502を例示する図である。本実施形態において、軌跡構成
部50(図1)は、パラメータ取得領域における2次元方向の変位(変位パラメータ)の軌跡(一
例として、図5に示す2次元変位座標402)を構成して画像表示器26に表示させるとともに、
パラメータ取得領域の適正な変位範囲を示すガイド(一例として、図5に示すガイド405)を
併せて画像表示器26に表示させる。この場合、ガイド405は、XY座標軸の交点(原点)を中
心とする円形となっており、円内に収まる変位を適正とすることを示している。
【００６４】
　本実施形態において、軌跡構成部50は、図7に示すように、パラメータ取得領域におけ
る2次元方向の変位(変位パラメータ)の大きさと頻度の関係を示す軌跡(変位ヒストグラム
)502を構成して画像表示器26に表示させる。
【００６５】
　具体的には、表示パラメータ演算部38が変位計測部30(図1)で求められた移動ベクトル
の2次元分布に基づいて、パラメータ取得領域における2次元方向の変位の大きさと頻度の
関係を示すパラメータ(以下、変位頻度パラメータという。)を演算する。表示データ保存
部39は、かかる変位頻度パラメータを時系列に格納して保存する。そして、2次元軌跡作
成部40は、変位の大きさを示す軸(変位軸)とその変位が計測された頻度を示す軸(頻度軸)
を座標軸として、現在及び過去の変位頻度パラメータに基づいてパラメータ取得領域にお
ける2次元方向の変位と頻度の関係を示す軌跡(変位ヒストグラム)502を構成し、切替加算
部24を介して画像表示器26に表示させている。
【００６６】
　軌跡502は、変位パラメータの原点からの変位を示す変位軸(横軸)とかかる変位となる
変位パラメータの頻度を示す頻度軸(縦軸)を含んでいる。また、軌跡502は、パラメータ
取得領域の適正な変位範囲を示すガイド504を含んでいる。
【００６７】
　なお、ガイド504は、パラメータ取得領域における2次元方向の適正な変位範囲を示す文
字、図形、記号を少なくとも1つ含む視認可能な情報である。この場合、変位軸には、軌
跡402のガイド405(図5)に基づいたパラメータ取得領域の適正な変位点がガイド504として
示されている。なお、ガイド504となる変位点は、ガイド405に基づいて任意に設定して示
すことが可能である。
【００６８】
　一例として、図7に示す軌跡502では、かかる変位点を0．1mmとして示している。換言す
れば、図5に示すガイド405は、XY座標軸の交点(原点)を中心とする半径0．1mmの円内の変
位を適正とすることを示している。軌跡502を観察することにより、変位頻度パラメータ
のほぼ半数は、ガイド504が示す適正変位範囲に収まっていることが把握できる。その一
方で、変位頻度パラメータの残りの半数は、ガイド504が示す適正変位範囲に収まってお
らず、適正変位範囲を超えて変位してしまっていることが把握できる。
【００６９】
　すなわち、変位パラメータがどの程度の頻度でガイド504が示す変位許容範囲に収まっ
ているのかを容易に判断することができる。なお、軌跡402のプロット点(変位パラメータ
)の数と軌跡502の変位頻度パラメータのサンプル数は、同数であってもよいし、異なって
いても構わない。例えば、軌跡402は、軌跡502の変位頻度パラメータにおける直近の4つ
の時点の変位パラメータをプロット点として構成することが可能である。この場合、軌跡
502としては、データ取得から現時点に至るまでの変位パラメータの変位と頻度の関係を
示すことができる。
【００７０】
　(第4の実施形態)
　以下、第4の実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照して説明する。特に
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言及しない場合、他の構成は、第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様である。
【００７１】
　本実施形態では、複数のパラメータ取得領域の軌跡(2次元変位座標)を弾性画像及び断
層画像とともに画像表示器26(図1)に表示させる例を示す。図8は、本実施形態における画
像表示器26上の画像表示を例示する図である。この場合、軌跡構成部50(図1)は、複数の
パラメータ取得領域における2次元方向の変位の軌跡(2次元変位座標)603を画像表示器26
に表示させる。軌跡603は、断層画像602及び弾性画像601とともに画像表示器26に表示さ
れる。
【００７２】
　図8は、腫瘍部位における断層画像602及び弾性画像601とともに2つのパラメータ取得領
域における軌跡603を表示させた一例である。軌跡603は、異なるパラメータ取得領域であ
るROIA604における軌跡606とROIB605における軌跡607を含んでいる。ROIA604の軌跡606は
、該ROIA604における現在及び過去の変位パラメータを2次元方向の座標軸(XY座標軸)へプ
ロットして構成されている。ROIB605の軌跡607は、該ROIB605における現在及び過去の変
位パラメータをROIA604と同一の2次元方向の座標軸(XY座標軸)へプロットして構成されて
いる。
【００７３】
　図8では、ROIA604における軌跡606のプロット点を丸印、ROIB605における軌跡607のプ
ロット点を三角印で示している。なお、ROIA604の軌跡606とROIB605の軌跡607は、同一の
座標軸上ではなく、個別の座標軸上へ変位パラメータをプロットして構成し、表示させて
も構わない。
【００７４】
　また、パラメータ取得領域であるROIA604及びROIB605は、弾性画像601に対して設定さ
れている。この場合、ROIA604は、腫瘍部位の近傍部位(例えば、脂肪部位)に対して設定
されており、ROIB605は、腫瘍部位に対して設定されている。なお、ROIA604及びROIB605
の設定は、例えば、ユーザがインターフェース部42の操作デバイスを用いることで、画像
表示器26に表示された弾性画像601に所望の領域を指定して行うことが可能である。また
、本実施形態では、ROIA604及びROIB605は、弾性画像601に対して設定しているが、断層
画像602に対して設定してもよいし、弾性画像601及び断層画像602に設定しても構わない
。
【００７５】
　本実施形態のように複数のパラメータ取得領域の軌跡603を表示させることで、該軌跡6
03とともに表示されている弾性画像601及び断層画像602が高精度に構成されているとより
確実に判断できる。例えば、生体組織の構造により、生体組織内の変位方向が不均一にな
る場合があり、この場合、かかる生体組織内の移動ベクトルの2次元変位分布が不安定と
なる。このため、この場合には、生体組織の弾性画像の画像精度も低くなり、かかる生体
組織内をパラメータ取得領域として構成した軌跡も適正とはならない。このような事態を
回避すべく、本実施形態では、複数のパラメータ取得領域の軌跡603を観察可能としてい
る。
【００７６】
　すなわち、ROIA604の軌跡606とROIB605の軌跡607がいずれも、X方向への変位が小さく
、Y方向への変位が大きい軌跡となっていれば、互いに離れて設定されたROIA604及びROIB
605の変位方向は均一となっており、軌跡603は適正に構成されていると判断できる。結果
として、軌跡603とともに表示されている弾性画像601及び断層画像602が高精度に構成さ
れていると判断することが可能となる。これに対し、ROIA604の軌跡606及びROIB605の軌
跡607の少なくとも一方が、X方向への変位が小さく、Y方向への変位が大きい軌跡となっ
ていなければ、互いに離れて設定されたROIA604及びROIB605の変位方向は均一でないと判
断できる。この場合、ユーザは、これらの軌跡がY方向への変位に偏るようにデータの再
取得等を行うことが可能である。これにより、例えば、複数の生体組織の歪み比等の計測
を行う際、生体組織内の移動ベクトルの2次元変位分布が安定した信頼性の高い歪みに基
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づいて歪み比を演算することが可能となる。
【００７７】
　なお、本実施形態において、上述した第2の実施形態のガイド404～406と同様のガイド
を含む軌跡(2次元変位座標)を表示させて、パラメータ取得領域(ROIA604及びROIB605)の
適正な変位範囲をユーザに対して知らせる構成とすることも可能である。これにより、軌
跡603とともに表示されている弾性画像601及び断層画像602が高精度に構成されているか
否かを、より一層確実に判断することが可能となる。また、本実施形態において、上述し
た第3の実施形態のように、軌跡606及び軌跡607に対して変位の大きさと頻度の関係を示
す軌跡(変位ヒストグラム)を構成し、軌跡606及び軌跡607とともに表示させてもよい。
【００７８】
　(第5の実施形態)
　以下、第5の実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照して説明する。特に
言及しない場合、他の構成は、第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様である。
【００７９】
　本実施形態では、パラメータ取得領域の軌跡(2次元変位座標)を弾性画像及び断層画像
に加えて2次元変位画像とともに画像表示器26(図1)に表示させる例を示す。図9は、本実
施形態における画像表示器26上の画像表示を例示する図である。この場合、軌跡構成部50
(図1)は、2次元方向に対するパラメータ取得領域の変位の軌跡(2次元変位座標)704を画像
表示器26に表示させる。軌跡704は、断層画像702及び弾性画像701に加えて2次元変位画像
703とともに画像表示器26に表示される。図9は、腫瘍部位における断層画像702、弾性画
像701、及び2次元変位画像703とともに2つのパラメータ取得領域における軌跡704を表示
させた一例である。すなわち、本実施形態は、上述した第4の実施形態(図8)に係る画像表
示例に2次元変位画像703を加えた画像表示例となっている。
【００８０】
　この場合、軌跡704は、異なるパラメータ取得領域であるROIA705における軌跡707とROI
B706における軌跡708を含んでいる。ROIA705及びROIB706は、2次元変位画像703に対して
設定されている。この点、本実施形態は、弾性画像601に対してパラメータ取得領域(ROIA
604及びROIB605)が設定されている第4の実施形態とは相違する。なお、ROIA705及びROIB7
06の設定は、例えば、ユーザがインターフェース部42の操作デバイスを用いることで、画
像表示器26に表示された2次元変位画像703に所望の領域を指定して行うことが可能である
。
【００８１】
　ここで、2次元変位画像について説明する。図10は、かかる2次元変位画像を構成するに
あたっての変位計測部30(図1)における変位検出手法を示す模式図である。変位計測部30
は、生体組織の弾性画像を構成するために必要なY方向の変位と、受信信号の横の動きを
追跡するためのX方向の変位を、断層画像の各点(ピクセル)ごとに検出している。図10に
示すように、変位計測部30は、所定のRF信号フレームデータ(前フレーム)と該RF信号フレ
ームデータよりも時間的に過去のRF信号フレームデータ(後フレーム)において、前フレー
ムの任意領域に対する後フレームでの移動領域をSAD(Sum of Absolute Difference)や自
己相関等の演算を行うことで、X方向及びY方向の変位として検出することが可能である。
【００８２】
　例えば、図10に示すX方向に9ピクセル、Y方向に10ピクセルで構成される領域(9×10の
ピクセル領域)801において、破線で囲んだ前フレームでの領域803が後フレームでは実線
で囲んだ領域804へ移動したとする。この場合、前フレームでの領域803の中心点(破線内
の濃色で示す点)は、後フレームにおいてX方向にΔx、Y方向にΔyだけ移動し、領域804の
中心点(実線内の濃色で示す点)となっている。そして、かかるピクセル領域801を構成す
るピクセルの前フレームから後フレームに至る変位、換言すれば、現在の変位の方向と大
きさを移動ベクトルとしてピクセルごとに示した画像を構成する。
【００８３】
　これにより、2次元変位画像802は構成される。一例として、2次元変位画像802において



(16) JP 6063454 B2 2017.1.18

10

20

30

40

50

、ピクセル領域801を構成するピクセルの前フレームから後フレームに至る変位は、いず
れのピクセルも右斜め下方向へほぼ同一の大きさの移動ベクトルで示される変位状態とな
っている。かかる2次元変位画像802により、例えば、領域805の変位状態を移動ベクトル
の状態(方向、大きさ、ばらつき等)として把握することができる。
【００８４】
　なお、2次元変位画像802は、変位計測部30で計測された移動ベクトルに基づいて弾性画
像構成部32(図1)において弾性画像の1つとして構成される。そして、構成された2次元変
位画像802は、弾性画像構成部32により、カラーDSC部36及び切替加算部24を介して画像表
示器26に表示される。
【００８５】
　本実施形態において、変位計測部30(図1)は、断層画像702の各点(ピクセル)におけるY
方向の変位とX方向の変位を検出し、移動ベクトルを計測する。そして、弾性画像構成部3
2(図1)は、変位計測部30で計測された移動ベクトルに基づいて2次元変位画像703を構成し
、カラーDSC部36及び切替加算部24を介して画像表示器26に表示させる。これにより、軌
跡704(ROIA705における軌跡707とROIB706における軌跡708)を弾性画像701及び断層画像70
2に加えて2次元変位画像703とともに画像表示器26(図1)に表示させることができる。
【００８６】
　上述したように、本実施形態では、2次元変位画像703を表示させ、該2次元変位画像703
に対してROIA705及びROIB706を設定している。このため、2次元変位画像703に示された変
位分布を確認しながらパラメータ取得領域であるROIA705及びROIB706を設定することがで
きる。したがって、ROIA705及びROIB706の2次元方向に対する変位(変位パラメータ)を示
す軌跡704の精度を高めることができる。すなわち、ROIA705及びROIB706の変位を的確に
捉えることが可能となる。
【００８７】
　(第6の実施形態)
　以下、第6の実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照して説明する。特に
言及しない場合、他の構成は、第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様である。
【００８８】
　本実施形態では、パラメータ取得領域の軌跡(2次元変位座標)から該パラメータ取得領
域の変位方向を算出し、算出した変位方向に基づいて超音波探触子12(図1)から送信され
る超音波の送信方向(以下、超音波走査方向という。)を変更させる例を示す。図11から図
15は、本実施形態における変位方向の算出と超音波走査方向の変更を説明するための模式
図である。
【００８９】
　一例として、パラメータ取得領域を超音波画像上の肝臓組織等の臓器に設定し、かかる
臓器の軌跡を構成するとともに、超音波画像(弾性画像及び断層画像)とともに画像表示器
26(図1)に表示させて観察を行う場合を想定して説明する。図11に示す状態901では、臓器
の変位を検出している。
【００９０】
　この場合、超音波探触子12の超音波走査方向907は、プローブ面12a(別の捉え方をすれ
ば、被検体10の体表面10a)に対して垂直方向をなすように設定されている。これにより、
超音波探触子12は、観察対象である被検体10の臓器906に対し、かかる超音波走査方向907
へ複数の振動子を介して超音波を送信させている。
【００９１】
　一方、観察対象である臓器906は、超音波走査方向907に対して所定の角度(例えば、図1
4に示す角度θ)で傾いた方向908へ拍動により変位(収縮及び拡張)している。このように
、拍動を用いて臓器906の変位を検出する際、その変位方向908は、必ずしも超音波走査方
向907とは一致しない。なぜなら、超音波探触子12の体表面10aに対する接触状態や臓器90
6の構造に影響を受けるからである。そこで、本実施形態においては、超音波走査方向を
臓器906の変位方向908と一致させる。
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【００９２】
　本実施形態において、軌跡構成部50(図1)は、臓器906に対して設定したパラメータ取得
領域における変位パラメータの軌跡(2次元変位座標)902を構成し、画像表示器26に表示さ
せる(図12)。その際、軌跡構成部50は、かかる軌跡902により、例えば、任意の設定時間
内(一例として、時点t-3から現時点tに至るまでの経過時間)における軌跡902のプロット
点がY座標軸となす角度をそれぞれ演算するとともに、演算したプロット点についての角
度の平均値を演算する。そして、軌跡構成部50は、演算した角度の平均値を臓器906の超
音波走査方向907に対する傾斜角度(以下、変位方向角度という。)として算出する。
【００９３】
　例えば、軌跡902における変位方向角度は、図13に示す2次元変位座標903におけるθの
ように算出することができる。変位方向角度θを算出することにより、臓器906の変位方
向は、超音波走査方向907に対して変位方向角度θだけ傾斜した方向と算出できる。
【００９４】
　これにより、軌跡構成部50で算出した変位方向角度θに基づいて、超音波探触子12から
送信される超音波の送信角度(超音波走査方向907)を自動的に変更させることができる。
具体的には、超音波送受信制御部17(図1)にて送信部14に対して遅延制御を行うことで、
図14に示す状態904のように、送信部14から超音波走査方向907に対して変位方向角度θだ
け傾斜した方向へ超音波探触子12を介して超音波を送信することができる。この場合、超
音波探触子12は、観察対象である被検体10の臓器906に対し、超音波走査方向909へ複数の
振動子を介して超音波を送信させている。したがって、超音波走査方向909と臓器906の拍
動による変位方向908を一致させることができる。
【００９５】
　このように超音波走査方向909と変位方向908を一致させた状態で、軌跡構成部50は、臓
器906に対して設定したパラメータ取得領域における変位パラメータの軌跡(2次元変位座
標)905を構成し、画像表示器26に表示させる(図15)。この場合、軌跡905は、X方向への変
位が小さく、Y方向への変位が大きい軌跡となる。つまり、軌跡905は、Y方向に偏った状
態となっており、画像精度の高い弾性画像や断層画像を軌跡905とともに表示させること
が可能となる。別の捉え方をすれば、超音波探触子12から送信される超音波の送信角度を
自動的に変更させることで、軌跡905をY方向に沿うように偏った状態で構成することがで
きるため、ユーザはより直感的に弾性画像や断層画像の画像精度を判断することが可能と
なる。
【００９６】
　(第7の実施形態)
　以下、第7の実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照して説明する。特に
言及しない場合、他の構成は、第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様である。
【００９７】
　本実施形態では、パラメータ取得領域の軌跡(2次元変位座標)から該パラメータ取得領
域の変位方向を算出し、該変位方向に関するガイドやメッセージを画像表示器26(図1)に
表示させる例を示す。なお、ガイドやメッセージは、パラメータ取得領域の変位方向に関
する文字、図形、記号を少なくとも1つ含む視認可能な情報である。本実施形態は、上述
した第6の実施形態の変形例であり、第6の実施形態と同様に変位方向(別の捉え方をすれ
ば、図13の2次元変位座標903に示す変位方向角度θ)を算出する。図16は、本実施形態に
おけるガイドを例示する図であり、図17は、本実施形態におけるメッセージを例示する図
である。この場合、軌跡構成部50は、算出した変位方向角度θに基づいて、ガイド1001や
メッセージ1002等を構成し、切替加算部24を介して画像表示器26に表示させる。
【００９８】
　例えば、ガイド1001は、超音波探触子12(図1)を示すマークと、変位方向角度θの傾斜
方向、つまり超音波走査方向を示す矢印と、変位方向角度θの値(一例として、30°)を示
す表示とを組み合わせて構成されている。また、メッセージ1002は、超音波探触子12から
送信される超音波の送信角度の変更を促す文字で構成されている。なお、ガイド1001及び
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メッセージ1002は、文字、図形、記号等を含む視認可能な情報を表示するものであれば特
に限定されない。例えば、ガイド及びメッセージは、文字、図形、記号の任意の組み合わ
せ、文字のみ、図形のみ、記号のみ等として構成することが可能である。
【００９９】
　ここで、本実施形態においては、上述した第6の実施形態のように、超音波探触子12か
ら送信される超音波の送信角度(超音波走査方向)を自動的に変更させることは想定してい
ない。このため、ガイド1001及びメッセージ1002の内容は、ユーザに対して超音波探触子
12から送信される超音波の送信角度(超音波走査方向)の変更を促す内容となっている。こ
のようなガイド1001やメッセージ1002を確認することで、ユーザは、超音波走査に対する
手技の改善の必要性を直ちに把握し、対処することができる。
【０１００】
　なお、本実施形態において、上述した第6の実施形態と同様に、超音波探触子12から送
信される超音波の送信角度(超音波走査方向)を自動的に変更させる場合には、かかる送信
角度(超音波走査方向)の変更が自動的に行われたことを内容とするガイドやメッセージを
画像表示器26に表示させればよい。
【０１０１】
　(第8の実施形態)
　以下、第8の実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照して説明する。特に
言及しない場合、他の構成は、第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様である。
【０１０２】
　本実施形態では、パラメータ取得領域の軌跡として変位－歪み座標を弾性画像及び断層
画像とともに画像表示器26(図1)に表示させる例を示す。図18は、本実施形態における画
像表示器26上の画像表示を例示する図である。この場合、軌跡構成部50は、パラメータ取
得領域における2次元方向の変位と歪みの関係を示す軌跡(変位－歪み座標)1103,1104を構
成して画像表示器26に表示させる。軌跡1103,1104は、断層画像1102及び弾性画像1101と
ともに画像表示器26に表示される。図18は、腫瘍部位における断層画像1102及び弾性画像
1101とともにパラメータ取得領域における軌跡1103,1104を表示させた一例である。
【０１０３】
　図19は、本実施形態の軌跡構成部50の構成を例示するブロック図である。第1の実施形
態のブロック図(図2)との相違点は、軌跡構成部50が変位計測部30から移動ベクトルの2次
元変位分布を取り込むことに加えて、弾性画像構成部32からパラメータ取得領域の歪みの
データを取り込むことである。本実施形態において、軌跡構成部50の表示パラメータ演算
部38は、変位計測部30で求められた移動ベクトルの2次元変位分布(X方向及びY方向に対す
る変位分布)及び弾性画像構成部32で演算された歪みに関連したパラメータを演算する。
【０１０４】
　なお、かかる移動ベクトルの2次元変位分布及び歪みは、いずれも断層画像1102の各点
に対応する生体組織における変位(方向と大きさ)及び歪みである。この場合、表示パラメ
ータ演算部38は、移動ベクトルの2次元変位分布及び歪みに関して、パラメータ取得領域
のX方向に対する移動ベクトルの変位と歪みの関係を示すパラメータ(以下、X方向パラメ
ータという。)と、前記パラメータ取得領域のY方向に対する移動ベクトルの変位と歪みの
関係を示すパラメータ(以下、Y方向パラメータという。)を演算している。
【０１０５】
　表示データ保存部39は、表示パラメータ演算部38が演算したX方向パラメータ及びY方向
パラメータを時系列に格納して保存する。
【０１０６】
　2次元軌跡作成部40は、表示データ保存部39に格納されたX方向パラメータに基づいて2
次元の軌跡を構成するとともに、Y方向パラメータに基づいて2次元の軌跡を構成し、これ
らの軌跡を切替加算部24を介して画像表示器26に表示させる。なお、2次元軌跡作成部40
は、表示データ保存部39に格納されたX方向パラメータ及びY方向パラメータに加えてもし
くは代えて、表示パラメータ演算部38で演算されたこれらのパラメータに基づいて軌跡を
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構成しても構わない。これにより、例えば、最新のX方向パラメータ及びY方向パラメータ
に基づいて軌跡をリアルタイムで更新していくことも可能となる。
【０１０７】
　本実施形態において、2次元軌跡作成部40は、X方向に対する変位と歪みを2つの座標軸(
変位軸及び歪み軸)として、X方向パラメータを時系列にプロットして軌跡(X方向変位－歪
み座標)1103を構成している。また、2次元軌跡作成部40は、Y方向に対する変位と歪みを2
つの座標軸(変位軸及び歪み軸)として、Y方向パラメータを時系列にプロットして軌跡(Y
方向変位－歪み座標)1104を構成している。なお、軌跡1103,1104は、同一のパラメータ取
得領域であるROI1105に対して構成されている。この場合、ROI1105は、弾性画像1101の腫
瘍部位に対して設定されている。
【０１０８】
　ただし、腫瘍部位の近傍部位(例えば、脂肪部位)に対して設定することも可能である。
ROI1105の設定は、例えば、ユーザがインターフェース部42の操作デバイスを用いること
で、画像表示器26に表示された弾性画像1101に所望の領域を指定して行うことが可能であ
る。
【０１０９】
　また、本実施形態では、ROI1105は、弾性画像1101に対して設定しているが、断層画像1
102に対して設定してもよいし、弾性画像1101及び断層画像1102に設定しても構わない。
すなわち、パラメータ取得領域(ROI)は、複数設定することが可能である。
【０１１０】
　図18に示す軌跡1103は、パラメータ取得領域における現在及び過去のX方向パラメータ
を2次元座標軸(変位軸及び歪み軸)へプロットして構成されている。また、図18に示す軌
跡1104は、パラメータ取得領域における現在及び過去のY方向パラメータを2次元座標軸(
変位軸及び歪み軸)へプロットして構成されている。
【０１１１】
　その際、パラメータのプロット数は特に限定されず、例えば、断層画像1102や弾性画像
1101を構成するためのフレームレート等に合わせて任意に設定することが可能である。
【０１１２】
　一例として、図18には、4つの時点のパラメータ取得領域におけるX方向パラメータ及び
Y方向パラメータをプロットして構成した軌跡1103,1104を示す。軌跡1103,1104では、現
時点を時点tとし、該時点tから過去に遡った3つの時点を順番に時点t-1、時点t-2、時点t
-3としている。これらの時点間の時間間隔は、同一に設定すればよいが、異なっていても
構わない。
【０１１３】
　また、軌跡1103,1104では、各時点のプロット点(パラメータ)を直近のプロット点と直
線で結んでいる。なお、プロット点間は、例えば、軌跡1103,1104の時間的変遷が分かる
ように、直線ではなく直近のプロット点から次のプロット点へ向かう矢印線などで結んで
もよい。また、軌跡1103,1104では、現時点tのプロット点を過去の時点t-1～t-3よりも濃
色で表示させるとともに、プロット点がどの時点のものかを示す表示も併せて行っている
。なお、プロット点の表示態様はこれに限定されず、例えば、現時点tと過去の時点t-1～
t-3のプロット点を異なる色相や異なる大きさ等で表示させても構わない。
【０１１４】
　本実施形態においては、軌跡1103,1104を観察することで、パラメータ取得領域におけ
る変位と歪みの関係を時系列に把握することができる。生体組織においては、基本的に変
位と歪みは比例した関係となる。しかしながら、例えば、腹水中の肝臓組織における観察
では、変位と歪みが比例関係とはならない場合が生じ得る。正常な肝臓組織であれば、変
位は大きく、拍動により歪みも大きいことが想定できる。
【０１１５】
　すなわち、正常な肝臓組織は、歪みつつ変位する(圧縮による変位)。これに対し、肝硬
変組織であれば、変位は大きいが歪みは小さいことが想定できる。すなわち、肝硬変組織
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は、歪むことなく変位する(平行移動による変位)。
【０１１６】
　したがって、肝臓組織をパラメータ取得領域として変位と歪みの関係を時系列に示す軌
跡を構成すれば、かかる肝臓組織が圧縮による変位であるのか、平行移動による変位であ
るのかを判断することができる。これにより、肝臓組織が正常であるか異常であるかを判
断することが可能となる。換言すれば、かかる軌跡とともに断層画像及び弾性画像を表示
させた場合、これらの画像が観察価値のあるものか否かを判断することが可能となる。つ
まり、かかる軌跡は、断層画像及び弾性画像の観察価値を判断するための有用な情報とな
る。
【０１１７】
　以上説明したように、本発明の第1の実施形態から第8の実施形態によれば、被検体10の
任意領域(パラメータ取得領域)における2次元方向の変位に関する軌跡(2次元変位座標、
変位ヒストグラム、変位－歪み座標)を構成することができ、超音波診断装置における超
音波画像(弾性画像や断層画像等)を用いた診断の効率化を図ることができる。
【０１１８】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、請求項に記載された
範囲内において変更・変形することが可能である。
【０１１９】
　本発明の超音波診断装置は、超音波探触子を介して被検体の診断部位の超音波画像を構
成する画像構成部と、前記超音波画像を表示する画像表示器と、前記超音波画像の任意の
領域における2次元方向の変位分布に基づいて前記領域の変位に関する軌跡を構成し、前
記軌跡を前記画像表示器に表示させる軌跡構成部を備える。
【０１２０】
　この構成によれば、超音波画像の任意の領域における2次元方向の変位の軌跡を構成し
て表示することができる。このため、かかる軌跡を観察することで、診断に供する超音波
画像における変位を広範囲で捉えることができる。また、かかる軌跡を観察することで、
超音波画像の画像精度を判断することができ、かかる画像精度の向上を図ることが可能と
なる。
【０１２１】
　この結果、例えば、2次元方向に対して広範囲の変位を捉える必要のある乳腺や肝臓等
の診断を的確に行うことができる。
【０１２２】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記2次元方向の変位分布に基づい
て前記領域の変位に関するパラメータを時系列に演算し、演算したパラメータに基づいて
前記軌跡を座標軸上に構成する。
【０１２３】
　この構成によれば、前記領域の変位に関する任意の時点におけるパラメータを選択して
軌跡を構成し、該軌跡を座標軸上で把握することができる。
【０１２４】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記2次元方向の変位分布に基づい
て前記領域における前記2次元方向の変位に関するパラメータを演算し、現在及び過去の
前記パラメータを前記2次元方向の座標軸へプロットして前記軌跡を構成する。
【０１２５】
　この構成によれば、かかる軌跡を観察することで、過去から現在に至る前記領域におけ
る2次元方向の変位の時間的な変遷を座標軸上で把握することができる。
【０１２６】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記2次元方向の変位分布に基づい
て前記領域における前記2次元方向の変位の大きさと頻度の関係を示すパラメータを演算
し、現在及び過去の前記パラメータに基づいて前記変位の大きさと頻度の関係を前記軌跡
として構成する。
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【０１２７】
　この構成によれば、かかる軌跡を観察することで、過去から現在に至る前記領域におけ
る2次元方向の変位の大きさと頻度の関係を把握することができる。
【０１２８】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記2次元方向の変位分布に基づい
て前記領域における前記2次元方向の変位と歪みの関係を示すパラメータを演算し、現在
及び過去の前記パラメータを前記変位と歪みの座標軸へプロットして前記軌跡を構成する
。
【０１２９】
　この構成によれば、かかる軌跡を観察することで、過去から現在に至る前記領域の変位
と歪みの関係を把握することができる。これにより、例えば、変位と歪みが比例関係とは
ならないような生体組織であっても、該生体組織が正常であるか異常であるかを判断する
ことが可能となる。
【０１３０】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記2次元方向の変位分布に基づい
て前記領域の変位の平均値、分散値、最大値、最小値、中央値、頻度のうちの少なくとも
1つを含む統計値として前記パラメータを演算する。
【０１３１】
　この構成によれば、前記領域の変位の傾向を統計的に捉えることができ、パラメータの
誤差を有効に排除することができる。かかるパラメータを用いることで、より適正な軌跡
を構成することができる。
【０１３２】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記領域における前記2次元方向の
適正な変位範囲を含めて前記軌跡を構成し、前記適正な変位範囲を含む軌跡を前記画像表
示器に表示させる。
【０１３３】
　この構成によれば、かかる軌跡を観察することで、前記領域の変位が適正に捉えられて
いるか否かを容易に把握することができる。この結果、診断に供する超音波画像の画像精
度を的確に判断することが可能となる。
【０１３４】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記適正な変位範囲に収まっていな
い前記軌跡を除外し、前記適正な変位範囲に収まっている前記軌跡のみを選択して前記画
像表示器に表示させる。
【０１３５】
　この構成によれば、適正な変位範囲に収まっている軌跡のみを表示させることができ、
適正な変位範囲に収まっていない軌跡を観察せずに済む。したがって、診断に有用な軌跡
や該軌跡と同期する超音波画像をユーザが選択する手間を省くことができる。
【０１３６】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記領域の変位に関する軌跡から前
記領域の変位方向を算出し、前記変位方向に基づいて前記超音波探触子から前記被検体に
送信される超音波の送信方向を変更させる。
【０１３７】
　この構成によれば、超音波の送信方向を前記領域の変位方向と自動的に一致させること
ができる。この結果、変位方向が超音波の送信方向に沿って偏った軌跡を構成することが
できる。
【０１３８】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記領域の変位に関する軌跡から前
記領域の変位方向を算出し、前記変位方向に関する文字、図形、記号を少なくとも1つ含
む視認可能な情報を前記画像表示器に表示させる。
【０１３９】
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　この構成によれば、前記領域の変位方向に関する情報をユーザに知らせることができる
。これにより、例えば、ユーザは、超音波走査に対する手技の改善の必要性等を把握し、
対処することが可能となる。
【０１４０】
　本発明の超音波診断装置では、前記画像構成部は、前記診断部位の超音波断層データに
基づいて断層画像を前記超音波画像として構成し、前記断層画像を前記画像表示器に表示
させる断層画像構成部と、前記超音波断層データに基づいて前記診断部位における組織の
歪み又は弾性率を求めるとともに、求めた歪み又は弾性率に基づいて前記診断部位におけ
る弾性画像を前記超音波画像として構成し、前記弾性画像を前記画像表示器に表示させる
弾性画像構成部を有し、前記軌跡構成部は、前記断層画像及び前記弾性画像の少なくとも
一方とともに、前記軌跡を前記画像表示器に表示させる。
【０１４１】
　この構成によれば、診断部位における断層画像や弾性画像とともに、これらの画像の任
意の領域における2次元方向の変位の軌跡を構成して表示することができる。したがって
、かかる軌跡を断層画像や弾性画像と併せて観察することで、断層画像や弾性画像の画像
精度を判断することができ、これらの画像精度の向上を図ることが可能となる。
【０１４２】
　本発明の超音波診断装置では、前記弾性画像構成部は、前記断層画像の各点の前記2次
元方向の変位の向きと大きさを示すベクトルに基づいて、前記診断部位における変位画像
を前記超音波画像として構成し、前記変位画像を前記画像表示器に表示させる。
【０１４３】
　この構成によれば、変位画像におけるベクトル表示を確認しながら、前記領域における
2次元方向の変位の軌跡を構成して表示することができる。この結果、軌跡の精度を高め
ることが可能となる。
【０１４４】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記超音波画像の少なくとも1つの
画像上に設定された少なくとも1つの前記領域における2次元方向の変位分布に基づいて、
前記2次元方向に対する前記領域の変位に関する軌跡を構成する。
【０１４５】
　この構成によれば、診断部位における断層画像、弾性画像、変位画像のいずれに対して
も前記領域を自由に設定でき、該領域の変位の軌跡を構成することができる。
【０１４６】
　本発明の超音波診断装置では、前記軌跡構成部は、前記超音波画像の少なくとも1つの
画像上に設定された複数の前記領域における2次元方向の変位分布に基づいて前記2次元方
向に対する前記複数の領域の変位に関する軌跡を同一もしくは異なる座標軸上に構成する
。
【０１４７】
　この構成によれば、診断部位における断層画像、弾性画像、変位画像のいずれに対して
も複数の前記領域を設定することができ、該複数の前記領域の変位の軌跡を構成すること
ができる。したがって、これらの軌跡を同時に表示させることで、複数の軌跡を相互に比
較しながら観察することができる。
【符号の説明】
【０１４８】
　10　被検体、　12　超音波探触子、　14　送信部、　16　受信部、　17　超音波送受信
制御部、　18　整相加算部、　20　断層画像構成部、　22　白黒DSC、　24　切替加算部
、　26　画像表示器、　28　RFフレームデータ選択部、　30　変位計測部、　32　弾性画
像構成部、　36　カラーDSC、　38　表示パラメータ演算部、　39　表示データ保存部、
　40　2次元軌跡作成部、　42　インターフェース部、　44　制御部、　46　圧力計測部
、　50　軌跡構成部
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摘要(译)

在超声波诊断装置中，基于2D方向的位移分布，形成与超声波图像的任
意区域中的位移相关的轨迹。超声波诊断装置包括：经由超声波探头形
成被检体的诊断部位的超声波图像的图像形成部（断层图像形成部和弹
性图像形成部）用于显示超声波图像的图像显示器;以及轨迹形成单元
（显示参数计算单元，显示数据存储单元，2D轨迹创建单元），其基于
超声图像的任意区域中的2D方向上的位移分布，形成与位移相关的轨迹
并在图像显示器上显示所形成的轨迹。
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